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〇職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
（昭和41年11月30日条　例　第　４　号）

改正　令和元年12月９日　条例第３号
　　　令和４年11月28日　条例第５号

（趣旨）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第29条第４項

の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

（懲戒の手続）

第２条　戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職

員に交付して行わなければならない。

（減給の効果）

第３条　減給は、１年以下の期間、その発令日に受ける給料月額の５分の１以下に相当する額を

給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の５分の

１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

２　前項の規定にかかわらず、法第22条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員については、

報酬の額（ふじみ衛生組合一般職の職員の給与に関する条例（昭和35年ふじみ衛生組合条例第

５号）第９条に規定する通勤手当に相当する報酬の額及び同条例第12条に規定する時間外勤務

手当に相当する報酬の額を除く。）の５分の１以下に相当する額を報酬から減ずるものとする。

（停職の効果）

第４条　停職の期間は、１日以上６月以下とする。

２　停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

３　停職者は、停職の期間中いかなる給与又は報酬も支給されない。

（その他必要な事項）

第５条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（令和元年12月９日条例第３号）

この条例は、令和２年４月１日から施行する。（後略）

附　則（令和４年11月28日条例第５号）

（施行期日）
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第１条　この条例は、令和５年４月１日から施行する。（後略）

（勤務延長に関する経過措置）

第２条　（省略）

（定年退職者等の再任用に関する経過措置）

第３条・第４条　（省略）

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢）

第５条　（省略）

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の

４第４項の条例で定める職及び年齢）

第６条　（省略）

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員）

第７条　（省略）

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置）

第８条　（省略）

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢）

第９条　（省略）

（ふじみ衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う職員の勤務延長に関する

経過措置）

第10条　（省略）

（ふじみ衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に

関する経過措置）

第11条　（省略）

（ふじみ衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に関する経過措置）

第12条　（省略）

（ふじみ衛生組合職員の育児休業等に関する条例に関する経過措置）

第13条　（省略）

（ふじみ衛生組合職員の配偶者同行休業に関する条例に関する経過措置）

第14条　（省略）

（ふじみ衛生組合職員の再任用に関する条例の廃止）

第15条　（省略）


